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民
訴
法
の
一

吉
三
稿

伊

東

乾

終
戦
後
の
民
事
訴
訟
法
態
界
は 、
基
礎
理
論
に
闘
し
て 、
既
に 、
一
書

同月
八

ハ

同
九
ニ

〉

一一一
稿
の
注
目
す
ぺ
き
業
績
を
算
へ
る
こ
と
乏
な
っ
た。
著
書一
巻
と
は 、

中
村
宗
雄
博
士
『
質
脱
法
皐
と
訴
訟
設
樫』
昭
和一一一一一
年。
論
稿
三
篤
と

は 、
一
に 、
同
博
士
「
裁
判
の
殻
力」
平
法一一一一一
巻 、
一一
に 、
粂
子一
救

援
「
民
事
訴
訟
の
出
後
鞘
に
立
だ
っ
て」
法
協
六
五
巻
二
一銃 、
一一一
に 、
加

藤
E
治
博
士
「
訴
賠
論」
法
協
六
四
谷一
J

説。

兼
子
教
授
は 、
民
事
訴
訟
の
目
的
を
私
法
秩
序
の
賢
殻
性
の
保
障
に
あ

る
と
す
る
従
来
の
見
解
を
拾
て 、
更
め
て 、
と
れ
を
「
同
家
擢
力
に
よ
る

私
人
間
の
紛
争
乃
至
ほ
利
害
の
衡
突
の 、
解
決
調
整」
即
ち
「
私
的
紛
争

の
解
決」
に
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
る。
そ
れ
は 、
併
し 、
健
利
保
護
読
へ
の

復
蹄
で
ば
た
い。
「
問
家
社
命日
内
に
於
け
る
権
利
と
は 、
岡
家
臨
力
に
よ

る
保
障
そ
の
も
の
で
あ
り 、

同日
家
憶
力
の
保
護
に
興
か
る
こ
と
に
あ
る
の

で
あ
る
か
ら 、
具
慨
的
な
司
法
作
用
を
持
た
な
い
で 、
具
睦
的
た
権
利
の

貿
在
も
亦
観
念
す
る
と
左
が
で
き
な
い 。」
擢
利
保
護
は
「
や
は
り
司
法
作

用
の
通
常
の
結
果
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
潔
い
改
読
の
態
度
に
深

ぐ
敬
意
を
表
す
る。

所
設
は
多
岐
に
わ
た
り 、
色
々
た
問
題
が
提
起
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が 、
援

心
は 、
訴
訟
を
以
て
更
め
て
前
法
律
的
存
在
と
見
る
黙
に
あ
る 。
或
る
意

味
で
は
古
い
か
や
う
な
立
場
を
復
興
し
て 、
夙
ぐ
か
ら
整
備
し
た
時
論
構

成
の
張
礎
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
は 、
宮
崎
被
夫
教
授
で
あ
る。
教
授
に
は

併
し
文
字
に
せ
ら
れ
た
も
の
が
少
ぐ 、
講
義
に
接
す
る
ほ
か 、
車
設
の
全

貌
を
知
る
と
と
ほ
閑
雑
で
あ
っ
た
か
ら 、
読本
子
教
授
の
本
稿
が 、
公
式
に

は
最
初
の
試
論
と
た
る 。
趨
用
の
夫
々
の
結
果
に
つ
い
て
は
別
論
と
し
て

私
も 、
根
本
の
方
向
と
L
て
兼
子
教
授
の
瞬
身
を
支
持
す
る。
教
授
日
身



の
從
來
の
見
解
も
、
た
と
へ
ぼ
そ
の
訴
灌
論
の
如
き
に
於
い
て
、
今
同
の

方
向
へ
の
萌
芽
を
臨
に
示
す
も
の
で
あ
つ
た
。
た
だ
、
疑
ふ
。
民
事
訴
訟

の
目
的
ぼ
輩
に
私
的
紛
雫
の
「
解
決
」
と
言
ふ
を
以
て
足
る
か
。
解
決
は

決
し
て
一
様
で
は
な
い
。
い
か
な
る
解
決
が
口
的
と
せ
ら
れ
る
か
。
解
決

の
矩
に
か
た
つ
た
解
決
、
と
い
ふ
こ
と
が
、
中
心
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ら
う
o

　
加
藤
博
士
は
、
訴
権
に
つ
い
て
、
原
告
が
主
槻
的
に
本
案
判
決
に
よ
つ

て
保
護
を
受
く
べ
ぎ
適
格
及
び
必
要
を
有
す
る
と
信
ず
る
と
き
、
訴
灌
が

成
立
す
る
、
と
論
ぜ
ら
れ
る
。
　
「
訴
提
起
を
必
要
た
ら
し
む
る
根
源
は
寧

ろ
當
察
者
の
不
安
を
感
じ
つ
つ
あ
る
主
灘
に
在
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
訴

権
は
「
主
概
的
で
な
け
れ
ぼ
た
ら
ぬ
。
」
け
れ
ど
も
、
此
の
意
昧
で
の
訴

灌
は
、
訴
訟
到
決
に
よ
つ
て
承
満
足
せ
ら
れ
る
か
ら
、
訴
訟
の
目
的
に
適

せ
ず
、
か
や
う
な
概
念
を
定
立
す
る
實
釜
に
も
疑
が
あ
る
Q

　
中
村
博
士
の
著
書
［
は
、
蕉
一
稿
十
二
編
の
集
録
で
あ
る
。
新
稿
で
な
く
、

短
篇
の
み
牧
め
ら
れ
て
重
要
な
論
文
に
及
ば
な
い
が
、
　
一
貫
し
た
主
張
が

浮
彫
り
に
せ
ら
れ
て
ゐ
る
励
、
博
士
の
立
場
を
知
る
に
役
立
つ
。
　
「
法
學

の
全
騰
系
が
實
騰
法
・
訴
訟
法
の
綜
合
理
論
に
よ
つ
て
の
み
正
し
ぐ
整
序

せ
ら
れ
得
べ
き
こ
と
を
主
張
」
す
る
の
が
著
者
の
根
本
の
態
度
燈
あ
り
、

民
事
訴
訟
法
學
上
の
諸
問
題
を
此
の
立
場
か
ら
再
検
討
す
る
の
が
著
者
年

來
の
業
績
で
あ
つ
た
Q
高
志
、
未
だ
結
實
し
て
ゐ
た
い
が
、
學
界
の
貴
重

た
努
力
で
あ
り
、
私
と
し
て
ほ
特
に
訴
訟
の
非
合
理
性
の
解
明
に
注
目
し

て
ゐ
る
n

　
論
文
は
、
右
の
立
場
か
ら
裁
到
の
敷
力
を
論
じ
、
執
行
力
・
確
定
力
・

紹
介
と
批
評

形
成
力
に
ヨ
分
す
る
通
説
を
、
實
瞠
法
》
面
襯
よ
り
す
る
制
度
技
術
的
立
，

場
と
し
て
斥
け
、
法
創
定
力
と
…
法
確
定
力
と
に
二
分
す
べ
き
旨
を
主
張
せ

ら
れ
る
・
併
し
夫
々
の
敷
力
の
内
容
が
な
ほ
明
か
で
な
く
、
三
分
説
の
實

盆
あ
る
に
代
る
力
は
な
い
。
裁
判
規
範
と
し
で
抽
象
的
で
あ
り
乍
ら
、
同

時
に
行
爲
規
範
と
し
て
具
鵬
的
な
實
艦
法
の
性
格
か
ら
、
右
の
敷
力
が
同

叫
物
の
二
側
面
と
し
て
成
立
す
る
、
と
い
ふ
説
明
も
、
｝
歩
を
進
め
た
繹

明
を
必
要
と
し
よ
う
。
　
（
昭
二
三
・
八
・
一
六
）

四
九

（
四
藍
）


